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22年度補正予算案
会計名 補正予算額 歳出の主なもの 議決結果

一 般 ▲ 4億 4,871 万 5,000 円 ・永山小学校校舎改築
事業の事業費確定によ
る減
・取手東中校舎増築、
体育館耐震補強工事の
増
・新型インフルエンザ
予防接種助成費の減
・国民健康保険特別会
計への繰出金
・財政調整基金への積
み立て

可決

取手駅西口都市
整備事業特別

▲ 357 万 1,000 円 ・各種業務委託料の減 可決

国民健康保険
事 業 特 別

1,940 万 3,000 円 ・保険給付費の増 可決

後 期 高 齢 者
医 療 特 別

1,100 万 1,000 円 ・保険料の増
・人間ドック検診助成
金の減

可決

介 護 保 険
特 別

3,561 万 3,000 円 ・介護サービス利用者
の増加等による保険給
付費の増

可決

競 輪 事 業
特 別

▲ 4億 2,550 万 7,000 円 ・通常開催車券発売事
業開催経費の減

可決

●
市
消
防
団
条
例
案
…
可
決

　

消
防
団
員
の
資
格
要
件
を
緩

和
し
て
、
団
員
の
受
け
入
れ
体

制
の
整
備
を
図
る
も
の
。

こ
れ
ま
で
…

市
内
に
居
住
す
る
者

⬅　
　

改
正
後
…

市
内
に
在
住
、
在
勤
、
在
学
い

ず
れ
か
の
者

※
皆
さ
ま
、
消
防
団
活
動
に
ご

協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

消
防
団
員
の

資
格
要
件
を
緩
和

●
市
職
員
の
給
与
条
例
等
改
正

案
…
可
決

　

市
長
は
じ
め
市
職
員
の
期
末

手
当
の
減
額
。

　

ま
た
、
58
歳
以
上
の
職
員
の

昇
給
停
止
規
定
を
削
除
す
る
も

の
。

●
市
職
員
等
の
旅
費
の
特
例
条

例
改
正
案
…
可
決

　

市
長
は
じ
め
市
職
員
の
旅
費

日
当
を
さ
ら
に
２
年
間
支
給
し

な
い
こ
と
に
す
る
も
の
。

●
教
育
基
本
法
・
学
習
指
導
要

領
の
目
標
を
達
成
し
、
地
域
に

最
も
適
し
た
教
科
書
採
択
の
実

現
を
求
め
る
決
議
…
可
決

　

次
の
こ
と
を
茨
城
県
に
求
め

る
も
の
。

・
教
育
委
員
会
内
で
採
択
に
携

わ
る
者
に
教
育
基
本
法
、
学
校

教
育
法
、
学
習
指
導
要
領
の
改

訂
内
容
に
つ
い
て
の
周
知
徹
底

を
図
り
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

・
各
々
の
教
科
書
が
教
育
基
本

法
、
学
校
教
育
法
や
学
習
指
導

要
領
に
照
ら
し
、
ど
こ
に
重
点

を
置
い
て
い
る
か
、
我
が
国
と

郷
土
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化
や

現
状
が
社
会
科
教
科
書
に
お
い

市
職
員
の
給
与
等
を
減
額

て
、
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て

い
る
か
を
考
慮
し
た
調
査
研
究

を
行
う
こ
と
。

・
教
育
基
本
法
、
学
習
指
導
要

領
の
目
的
・
目
標
等
の
達
成
を

め
ざ
し
、
教
育
委
員
の
責
任
の

も
と
、
地
域
の
教
育
活
動
に
最

も
適
し
た
教
科
書
採
択
が
行
わ

れ
る
こ
と
。

〔
提
出
者
〕

小こ

嶋じ
ま

議
員
ほ
か
３
人

地
域
に
適
し
た
教
科
書
を
！
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　 1
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　 1

●
市
国
民
健
康
保
険
条
例
改
正

案
…
可
決

　

平
成
21
年
10
月
か
ら
本
年
３

月
ま
で
暫
定
的
に
35
万
円
を

39
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い

た
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額

を
恒
久
化
す
る
も
の
。

●
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
案
…
可
決

〔
提
出
者
〕

　

結
城
議
員
ほ
か
４
人

〔
提
出
の
理
由
〕

　

非
常
勤
特
別
職
の
議
員
と
し

て
平
等
性
を
保
つ
た
め
。

〔
内
容
〕

　

４
月
１
日
か
ら
基
準
日
に
議

員
の
職
に
な
い
者
に
は
期
末
手

当
を
支
給
し
な
い
よ
う
改
正
す

る
も
の
。
た
だ
し
、
基
準
日
の

１
カ
月
前
の
間
に
死
亡
し
た
場

合
は
除
く
。

基準日間の在職期間 支給期間率

６カ月 １００％

５カ月以上
６カ月未満 ８０％

３カ月以上
５カ月未満 ６０％

３カ月未満 ３０％

※基準日
　６月 30 日に支給する期末手当は６月１日。12 月 10 日
に支給する期末手当は 12 月１日を基準日としています。

※期末手当の支給対象
　期末手当は、「基準日に議員である者」、「基準日前１カ
月以内に退職したり、死亡した者」に支給していました。
　また、基準日と基準日の間、すべて議員であったもの
には、支給率の 100％を支給し、100％満たしていない議
員には、別表にある期間率分の支給としています。

※改正後は…
　基準日に議員である者にしか支給いたしません。ただ
し、基準日１カ月前の間に死亡した者には従来どおりの
期間率分、支給します。

（例）
　2010（平成 22）年 12 月期の期末手当の場合
　これまでは…
　① 2010（平成 22）年９月 29 日辞職した議員
　　→０円
　② 2010（平成 22）年 11 月 29 日辞職した議員
　　→ 80％を支給。

　４月１日からは…
　上記の①、②いずれの場合も支給しません。
　ただし、②の場合が死亡の場合は、80％を支給します。

国 語

算 数

恒久化

出
産
育
児
一
時
金
39
万
円

に
議
員
で
な
い
者
に
は
支
給
し
ま
せ
ん


